
問い合わせ●町総務課　管財班　☎0187（84）1111（内線1212）

総　務　課

税　務　課

　町が発注する小規模な修繕の契約を希望する方は、
次のとおり登録申請をしてください。詳細は提出要項
をご覧ください。
■小規模修繕契約希望者登録とは
　町内に主たる事業所を置いている「町の入札参加
資格者（指名願）名簿への登録が困難な小規模事業
者」を登録し、町が発注する小規模な修繕について
積極的に活用することによって、当該事業者の受注
機会を確保するとともに町内経済の活性化を図るも
のです。
■小規模な修繕とは
　修繕の内容が軽易、かつ履行が容易で、契約額が原
則として50万円未満のもの

■登録できる事業者
　町内に主たる事業所または住所を有する方
　※建設業の許可の有無、経営組織、作業員数等は問
　　いません。
■登録できない事業者
　・町内に主たる事業所または住所を有しない方
　・希望する業種を履行するために必要な資格等を有
　　しない方
　・町の入札参加資格者（指名願）名簿へ登録されて
　　いる方
　・町税を滞納している方　など
■受付期間
　２月８日㈮～３月11日㈪（土日、祝日を除く）
　午前８時30分～午後５時15分まで
■受付場所
　美郷町役場　１階　総務課管財班
■登録の有効期間
　平成25年４月１日～平成26年３月31日
　※有効期間は１年です。平成24年度の登録をして
　　いる方も新たに登録申請が必要です。

平成2５年度の小規模修繕契約希望者を募集します

※失業、倒産、破産、災害や病気などのやむを得ない
　事情により、税の納付が難しい場合は、お早めに税
　務課にご相談ください。

問い合わせ●町税務課
☎0187（84）4902

納め忘れがないか
ご確認ください

項　目
後期高齢者医療保険料（普通徴収）

期　別
８期

納期限（口座振替日）
２月28日㈭

国民健康保険税（普通徴収）

法人の方
①
②
③
④

個人の方

期　別
７期

納期限（口座振替日）
１月31日㈭

７期 １月31日㈭

■町税や各種使用料などの納付には、口座振替が利用
　できます。
　①町税　②簡易水道料金　③下水道使用料
　④農業集落排水施設使用料　⑤住宅使用料
　⑥保育園保育料　⑦児童クラブ利用料
　⑧幼稚園授業料　⑨学校給食費
　⑩下水道受益者負担金　⑪後期高齢者医療保険料

○秋田銀行　○北都銀行　○羽後信用金庫
○秋田おばこ農協　○秋田ふるさと農協　○ゆうちょ銀行
※手続きには通帳と金融機関に届け出している印鑑が必
　要です。

２月２８日（木）は後期高齢者医療保険料の納期限です
■各税の納期限（口座振替日）

口座振替を希望する方は
次の取り扱い金融機関でお申し込みください。

①大工職　②ガラス工事、アルミ建材　③畳　④建具、家
具修理・再生　⑤装飾業、敷物　⑥塗装(建築）　⑦左官業
⑧建築板金業　⑨電気設備工事　⑩給排水衛生設備工事
⑪鋼構造物工事　⑫タイル工　⑬造園管理　⑭シャッタ
ー工事　⑮自動車板金　⑯その他修繕

【修繕の種類】

■提出書類

※登録申請書、提出要項は総務課に備え付けています。また、町ホームページにも掲載しています。

小規模修繕契約希望者登録申請書
商業登記簿謄本（発行から３カ月以内）
町税の納税証明書（直前１年分）法人町民税等
希望する業種を履行するために必要な資格等の写し

小規模修繕契約希望者登録申請書
住民票（発行から３カ月以内）
町税の納税証明書（平成24年度分）町民税等
希望する業種を履行するために必要な資格等の写し
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住民生活課

福祉保健課

平成25年度の申し込みを受け付けしています
交通災害共済・不慮の災害共済

　加入を希望する方は、２月上旬に配布する『交通災
害共済と不慮の災害共済』パンフレット（加入申込
書）をご覧のうえ、各行政区の担当者または右記の申
込先にお申し込みください。この機会にご家族そろっ
て加入しましょう。

青い羽根募金へのご協力ありがとうございました
　青い羽根募金は、水難
事故の根絶と事故防止事
業の資金として活用され
ています。平成24年度
も募金運動にご理解とご
協力をいただき、ありが
とうございました。平成
24年度の美郷町におけ
る募金使途と平成23年
度の秋田県水難救済会に
おける募金使途は次のと
おりです。

対 象 者●美郷町に住民登録・外国人登録している方
　　　　　※平成25年４月に小学校に入学する児童
　　　　　　は交通災害共済の掛金が無料になります。
共済期間●平成25年４月１日～平成26年３月31日
共済掛金●交通災害共済金　　年間400円
　　　　　不慮の災害共済金　年間600円
申 込 先●住民生活課、六郷出張所、仙南出張所、郵
　　　　　便局、秋田銀行、北都銀行、羽後信用金庫、
　　　　　秋田おばこ農業協同組合
申込期限●役場では通年加入を受け付けています。金
　　　　　融機関での加入取扱期間は２月１日から７
　　　　　月31日までです。

問い合わせ●町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903

■美郷町における募金使途（平成24年度）

■秋田県水難救済会における募金使途(平成23年度)

各団体から
水難事故防止普及活動、救済活動など
募金協力団体への還元金
※還元金は水難救済に関する地域安全活動などに活用されています。

募金総額
内　　訳

283,897円
283,897円
167,897円

116,000円使　　途

救助用物品・機材費等
水難救済普及啓発費、募金付帯業務経費
募集資材、広報活動費
救助出勤、復興支援金
人命救助訓練、表彰経費

10,836,093円
3,575,911円（33％）
3,684,272円（34％）
1,950,497円（18％）
1,408,692円（13％）
216,721円（  2％）

募金総額

使　　途

交通災害共済金（通院１日でも請求可）
　傷害：最低15,000円～最高200,000円
　死亡：1,000,000円
不慮の災害共済金（入院１日でも請求可）
　傷害：最低15,000円～最高110,000円
　死亡：600,000円

共
済
金
内
容

　昨年９月から12月まで、健康づくり推進員・連絡
員の呼びかけで募金活動を行ったところ、多くの皆様
から温かいご協力をいただきました。
　募金は、結核予防会秋田県支部と秋田県ハンセン病
援護協会に送金しました。今後もご理解とご協力をお
願いします。

たくさんのご協力ありがとうございました
複十字シール募金・ハンセン病援護募金

問い合わせ●町福祉保健課　健康対策班（美郷町保健センター内）　☎0187（84）4900

■募金の使いみち
　・胸部検診の機器整備
　・結核予防団体の活動支援や途上国の結核支援
　・結核予防の広報や教育資材の整備
　・結核の調査、研究費用　　など

平成24年度募金総額　631,490円
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